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(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

（ a. 用 b. 額・ c.事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

事

か まで

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

徴収（ 納付）

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

納入 で納入します。

フ

の

徴収 を してください。

バ

所　 　

市 明

した の 書の を記入してください。

のい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

は

（ い れかに〇）

徴収した税額（ ）は、

特
別
徴
収

所

電
話

明

　 　所　 　

フ

付

連
絡

株式会社

伊勢市 〇〇

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

所　 　

-

フ

は

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　　         ）

　　

の 所
伊勢市 〇〇

　 伊勢

（マ ンバー）

特別徴収 に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

か
を

記入
1. 必要 要

特別徴収
　 　 　

県伊勢市 〇
連

絡

所 事

株式会社 伊勢市 電 話
（         　　）

※市記入

伊
勢
市
様
式所

記入 ・ に り別の事業所で特別徴収を する場合
  下記記入 は、10 に する に する徴収 を、11 か での特別徴収にする場合。

  （ア） 税額 6 5 120,000 円 （ ）徴収 額 6 10 50,000 円 （ ） 徴収税額 11 70,000 円

納納納納納納納付付付付付付付付付付付付））））

納入 で納入します。徴収した税額（ ）は、

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください

して

徴収 を してください。

（ い れかに〇）

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。

c.事業 従 の ） 徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収（（（（ 納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付付付））））（ a. 用 b. 額・の
のい れかに〇 ※

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

（ア）特別徴収税額の 書の 特別徴収税額 の金額を記入してください。

（ ）（ア）の 、 か まで、いく 徴収したかを記入してください。

（ ）（ア）か （ ）を し いた金額を記入してください。

の徴収

を する場合は

してくだ

さい。

事 を

してください。

特別徴収税額の 書 を に、徴収する 額を ・ を

する事業所 必 連絡していただき、 の を記入してください。

伊勢市で をお持 でない事業所

は を してください。

※
こ
の
場
合
の「
転
勤
」と
は
、
関
連
事
業
所
と
の
間
で
行
わ
れ
る
勤
務
地
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
い
い
ま
す
。

関
連
事
業
所
で
は
な
い
事
業
所
へ
の
転
職
は
該
当
し
ま
せ
ん
。


